
公益目的支出計画実施報告書の提出について 

 

 

令和７年度収支決算額が確定したので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律第１２７条の規定により、３箇月以内に認可行政庁である北海道

に公益目的支出計画実施報告書を提出するため、下記のとおり承認を求める。 

 

記 

 

 １ 公益目的支出計画実施報告書    別紙のとおり 

 

 ２ 監査報告書            別紙のとおり 

 

 

 

<参考> 

※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律（抜粋） 

（公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等） 

第百二十七条  移行法人は、各事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、公益目的支出計画の実施の状況を明らか

にする書類（以下この節において「公益目的支出計画実施報告書」という。）を作成しなければならない。  

２  一般社団・財団法人法第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十

六条第一項及び第三項（これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。）の規定は、移

行法人の公益目的支出計画実施報告書について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及

び第百二十五条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。  

３  移行法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第百二十九条第一項（一般社団・

財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。）に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行

政庁に提出しなければならない。  

４ （以下略） 
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